
四街道市主催 千葉ファミリー相談室受託

令和５年度

寄り添いながら、地域で活動する
「市民後見人」について学びませんか？

期間 令和5年11月25日(土)～令和6年3月2日(土) <８日間>

会場 四街道市文化センター 他

定員 30名 （定員を超える申し込みがあった場合には抽選となります）

※四街道市に在住、在勤で全日程を受講できる見込みがある方
※講座終了後、市民後見人として後見支援活動に従事する意思のある方

参加費 無料

※受講の可否については11月10日までにお知らせします。

受講が決まった方には受講動機を記入して頂く用紙をお送りしますので、研修初日にご提出願います。

お申込について

裏面の「受講申込書」に記入して郵送
あるいは必要事項を電話・FAX・メールで申し込み

■申込先■
四街道市役所 福祉サービス部社会福祉課
住所: 〒284−8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話: 043-421-6121
FAX: 043-424-2011
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: yshafuku@city.yotsukaido.chiba.jp

市民後見人養成講座

申込期限

11月6日(月)
午後3時

必着

▼ﾒｰﾙでの
申込先
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※日中連絡の取れる番号

メールアドレス

講座内容・スケジュール
（厚生労働省の基本カリキュラムに準拠）

市民後見人養成講座受講申込書

＜お問い合わせ＞

四街道市役所 福祉サービス部社会福祉課 ☎043-421-6121

※内容等について一部変更する場合がございます。
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